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第１編　遺留分制度等をめぐる法務と税務の論点

（第１研究発表小委員会）
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討論アジェンダ

2

遺留分制度をめぐる法務と税務の論点

配偶者居住権をめぐる法務と税務の論点

ミュンヘン税理士会との交流

1

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

第2部

− 3−



第一小委員会メンバー紹介

4

グループリーダー 鳥居 翼 （名古屋中村）
サブリーダー 村上 和成（名古屋中）
委 員 吉川 富造（岐阜南）
委 員 天野 祐子（名古屋中）
委 員 松谷 泰子（名古屋北）
委 員 鷲野 翔太（名古屋中村）
委 員 木村 幹雄（熱田）

第一小委員会の発表

3

遺留分制度をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について
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改正民法の背景

6

旧民法の遺留分 遺留分減殺請求 の問題点

遺留分侵害の対象財産が株式や不動産のような場合
財産が共有状態となり処分が困難になる
という問題があった（事業承継にも影響）

遺留分減殺請求事件で地方裁判所の訴訟手続で
解決された後、次に遺産分割事件として
家庭裁判所における家事事件の手続が必要であった

5

遺留分制度をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

改正民法の背景

− 5−



改正民法の背景

8

改正案の変遷
中間試案
現物給付財産の当事者間の協議が調わない時
（甲案）財産の内容を裁判所が定める
（乙案）旧民法と同様に規律で物権的効果が生ずる

パブリックコメント （甲案）✕（乙案）✕

指定財産給付制度
金銭債務の支払に代えて、受遺者や受贈者が指定する
財産により給付することを請求することができる案

指定財産給付制度 ✕

改正民法の背景

7

法制審議会での議論

遺留分に関する権利 物権 → 金銭債権

遺留分権利者は金銭債権を取得しますが、
支払うべき金銭を用意することができない場合、
現物給付をすることも可能とする試案が検討された
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10

遺留分制度をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

税法の改正

改正民法の背景

9

遺留分侵害額請求
遺留分の行使（遺留分侵害額請求の行使）により
遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じる

減殺請求された財産の所有権又は共有持分 ⇒ 金銭債権

遺留分の金銭債権化は遺留分権利者の地位を弱めた

遺留分権利者 異議の訴え ✕ 取戻権 ✕
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税法の改正

12

令和元年度税制改正の解説（国税庁）
相続税法については、遺留分に関する規定が物権的効力
から金銭債権へ変化したものの

権利行使によって生ずる担税力の増減は改正前と同様で
あることから

改正前と同様の課税関係とし
民法の用語改正に伴う文言の整備を行う

税法の改正

11

所得税基本通達の新設
遺留分侵害額請求権に対する代物弁済は「譲渡所得税」
として課税

所得税基本通達 －１の６
『民法 条第１項の規定による遺留分侵害額に相当する
金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、
その債務の全部又は一部の履行として資産の移転があったと
きは、その履行をした者は、原則として、その履行があった
時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額
により、当該資産を譲渡したこととなる』
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14

遺留分制度をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

遺留分義務者の課税

税法の改正

13

見えてきた「課題」
相続税法では、権利行使によって生じる担税力の
増減は改正前と同様の課税関係であるのに

代物弁済として譲渡所得税を課税される１
相続税の範疇で解決するべきではないか２
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遺留分義務者の課税

16

譲渡所得とならない反論
譲渡所得に対する課税
資産が譲渡によって所有者の手を離れるのを機会に
その所有期間中の増加益を清算して課税しようとする
ものである（金子宏著租税法第 版 頁）
相続発生後
遺留分義務者が「所有」しているのか？

「確実に支配している」と言えないのでは？

遺留分義務者の課税

15

譲渡所得課税となる主張
法制審議会等
「減殺請求により財産が他の相続人との共有となる結果、
これらの財産の処分が困難になる
特に事業用資産の場合、事業承継後の経営に支障となる」
「遺留分権利者に侵害額に相当する価値を返還させること
で十分である」
→→金金銭銭債債権権ととすするるここととでで返返還還ををススムムーーズズににすするる

金銭債権を代物弁済したならば譲渡所得税課税となる
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遺留分義務者の課税

18

民法改正前と同じで問題はない？
民法改正前と後で相続税法の考えは変わっていない

相続税法は相続人の相続財産の帰属に応じ、
その担税力に課税する

民法と税法はその目的や法律が規定する守備範囲が
異なる

遺留分義務者の課税

17

相続税の範疇による課税を検討
相続税法
納税義務者は「相続または遺贈により財産を取得した者」

遺留分権を有した時点で、相続税法の納税義務者となり
うるので、相続税の範疇で課税を行うべきではないか

相続財産に対する「遺留分権」を有する一定範囲の
相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使する
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遺留分義務者の課税

20

まとめ

現現行行のの所所得得税税基基本本通通達達をを廃廃止止しし

相相続続税税のの範範疇疇にによよるる課課税税ととししてて

ここれれをを相相続続税税法法にに明明文文化化すするるこことと

遺留分義務者の課税

19

名古屋税理士会
「令和６年度税制改正意見書」

遺留分侵害額請求について

相続財産による弁済は相続手続の一環であり、
改正民法前と同じく譲渡所得税が課されないよう法整備が
必要である
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法人への遺贈

22

「法人への遺贈」に対する課税
法人への遺贈があった場合、
法人は遺贈財産を無償で取得したとして受贈益が
計上される

遺贈財産に含み益があった場合は、
被相続人のみなし譲渡所得として準確定申告を行う

申告納付は相続人が行う

21

遺留分制度をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

法人への遺贈
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法人への遺贈

24

みなし譲渡課税の問題点
民法改正前はみなし譲渡所得税の更正の請求
→→ だだっったた

遺留分侵害額請求が金銭債権となった

代物弁済として譲渡が認識されるなら
法人の「みなし譲渡所得税の更正の請求」はできない
→→ででききたたももののがが、、ででききななくくななっったた？？

法人への遺贈

23

民法改正前後と「みなし譲渡課税」
その遺贈に遺留分侵害額請求があり

金銭債権を支払った法人 ⇒ 受贈益を減額

金銭債権を得た遺留分権利者 ⇒ 相続税を申告

→→納納めめたたみみななしし譲譲渡渡所所得得税税ははどどううななるるののかか？？
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法人への遺贈

26

引き続き検討しておきたい論点
みなし譲渡所得税と相続税の二重課税の問題
遺留分権利者は得た遺留分に対して相続税を負担する
みなし譲渡所得税の更正の請求を認めるべきことを
明確にすべきである

相続の多様化への対応
少子化が進む現代において、
法定相続人がいないなどの理由で法人への遺贈が
増えることが考えられる

法人への遺贈

25

遺留分権利者と遺留分義務者の税務
遺留分侵害額請求があった場合のみなし譲渡所得税の
更正の請求については民法改正前から問題視されていた

民法改正前（平成４年 月 日最高裁判決）

法人に対する遺贈への遺留分減殺請求をした結果

「現物返還」「価額代償」を法人が選択
法人の選択により、遺留分権利者の税負担が異なる
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法人への遺贈

28

まとめ
・・ 法法人人へへのの遺遺贈贈のの際際ののみみななしし譲譲渡渡所所得得課課税税はは、、シシャャウウププ勧勧告告当当初初

かからら削削除除がが重重ねねらられれたたううええででもも残残っってていいるる

・・ 法法人人へへのの遺遺贈贈がが残残っってていいるるここととのの明明確確なな根根拠拠ははなないい

・・ 法法人人へへのの遺遺贈贈はは今今後後増増加加すするる可可能能性性がが高高くく、、問問題題提提起起ししたたいい

法人への遺贈

27

みなし譲渡所得税とキャピタル・ゲイン
みなし譲渡所得税
キャピタル・ゲインの課税機会を逃がさないため

法人への遺贈
財産を取得していない相続人が、その資産のキャピタル・
ゲインを負担するということに検討が必要ではないか
→→担担税税力力ははどどここににああるるののかか？？
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事業承継と遺留分

30

自社株の問題
事業承継目的で遺贈された自社株について
遺留分侵害額請求により、遺留分権利者に代物弁済として
当該自社株を譲渡した場合、株価によっては譲渡所得税が
発生することになる

この場合、納税資金の確保が必要となる

29

遺留分制度をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

事業承継と遺留分
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32

遺留分制度をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

提言

事業承継と遺留分

31

事業承継の円滑化に向けた提言
後継者が思わぬ納税に直面しないよう、
譲渡所得税を課さず相続税の範疇による課税とすれば、
自社株による代物弁済による負担は民法改正前と
同じになる

遺留分侵害額請求による自社株の弁済は、
特例経営承継期間経過後と同様、全部期限確定ではなく
一部期限確定となるよう提言したい
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34

遺遺留留分分侵侵害害額額請請求求ををめめぐぐるる税税務務はは
始始ままっったたばばかかりりでですす

提言

33

．．遺遺留留分分侵侵害害額額請請求求とと譲譲渡渡所所得得税税．．遺遺留留分分侵侵害害額額請請求求とと譲譲渡渡所所得得税税

「遺留分制度をめぐる法務と税務の論点」

．．相相続続税税法法にによよるる明明文文化化．．相相続続税税法法にによよるる明明文文化化

．．事事業業継継承承のの実実効効性性確確保保．．事事業業継継承承のの実実効効性性確確保保
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第２編　配偶者居住権をめぐる法務と税務の論点

（第２研究発表小委員会）
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第二小委員会のメンバー紹介

2

グループリーダー 長尾 幸展（名古屋中）
サブリーダー 河合 基裕（岐阜北）
委 員 橋本 博孔（名古屋中村）
委 員 竹本 守邦（名古屋東）
委 員 小菅 祐介（中川）
委 員 小山 茂三（半田

第二小委員会の発表

1

配偶者居住権をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について
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各ステージにおける税務の検討

4

配偶者居住権の「取得」

配偶者居住権の「保有」

配偶者居住権の「消滅」

配偶者居住権の創設趣旨

3

配偶者の居住の確保

配偶者の老後の生活の安定
（老後資金の確保）
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配偶者居住権とは？

6

配偶者居住権の基本形

夫

相続開始前 相続後

妻

夫

夫

息子

妻

妻

土地建物
所有者

居住者

配偶者居住権とは？

5

民法 条
被相続人の配偶者は、
被相続人の財産に属した建物に相続開始時に
居住していた場合において、
遺産の分割等に該当するときは、
その居住していた建物の全部について無償
で使用及び収益する権利を取得する。
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配偶者居住権とは？

8

配偶者居住権を設定した場合

配偶者・・・・・・・配偶者居住権 ＋ その他の財産
（金融資産等）

その他の相続人 ・・・建物 ＋ 敷地 ＋ その他の財産
（金融資産等）

→→住住むむ場場所所をを確確保保ししつつつつ、、他他のの財財産産もも取取得得ででききるる

配偶者居住権とは？

7

配偶者居住権を設定しない場合

配偶者・・・・・・・建物 ＋ 敷地 だけ

その他の相続人 ・・・その他の財産（金融資産等）

→→配配偶偶者者のの老老後後資資金金はは？？生生活活はは？？
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10

配偶者居住権をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

配偶者居住権の「取得」

配偶者居住権の性質・特徴

9

設定：遺言、遺産分割協議等

登記可能
第三者への譲渡不可

法的性質：賃借権類似の法定の債権
第三者への賃貸可能
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配偶者居住権の評価方法の特徴

12

｜財産評価基本通達ではなく、法定評価。

｜敷地利用権には小規模宅地等の特例を適用できる。

配偶者居住権

建物

敷地利用権

土地

配偶者居住権の評価方法

11

配偶者居住権

｜配偶者居住権
（居住の用に供する部分のみ）と建物

｜敷地を使用する権利等と土地
建物

敷地利用権

土地

− 28−



敷地利用権の評価方法

14

相続 終了

①
土
地
等
の
時
価

配偶者の平均余命

③敷地利用権

②所有権

①終了時の建物価額を、３％（法
定利率）の複利計算で割り戻す。

土地等の時価から②所有権を控除
する。

配偶者居住権の評価方法

相続 終了

③配偶者居住権

②所有権

建
物
の
時
価

①終了時の建物価値

配偶者の平均余命

①終了時の建物価額を計算

②終了時の建物価額を、３％（法
定利率）の複利計算で割り戻す。

居住建物の価値（所有権）が算出
される。

③建物の時価から②所有権を控除
する。
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事例検討

16

配偶者居住権を設定しなかった場合

適用利率が だった場合
配偶者居住権を設定した場合

配偶者が若かった場合

配偶者居住権の評価方法

15

｜割引率は「民法の法定利率」 

一般的な利率
・民法の法定利率 ％

・ 年国債利回り

・住宅借入金等特別控除の控除率
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事例検討

18

事例 ｜配偶者居住権を設定しない場合の計算

建物 万

土地 万

預貯金 万

財産合計 万 万
相続税額 円 万

建物 万

土地 万

預貯金

財産合計 万
相続税額 万

一次相続 二次相続

相続人 ：妻（ 歳） 子

相続財産：建物 万
土地 万
預貯金 万

法定利率：３％

事例検討

17

事例 、 の概要
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事例検討

19

事例 ｜配偶者居住権を設定した場合の計算

建物 万
配偶者居住権 万
土地 万
敷地利用権 万
預貯金 万 万

財産合計 万 万
相続税額 万

建物
配偶者居住権
土地
敷地利用権
預貯金 万

財産合計 万
相続税額 万

一次相続 二次相続

事例検討

20

事例01と事例02の比較検討（一次相続）

建物 3,000万 0

土地 7,000万 0

預貯金 0 10,000万

財産合計 10,000万 10,000万
相続税額 0 1,670万

建物 902万
配偶者居住権 2,098万
土地 4,907万
敷地利用権 2,093万
預貯金 5,808万 4,192万

財産合計 10,000万 10,000万
相続税額 0円 1,670万

事例１
配偶者居住権なし

事例２
配偶者居住権あり
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事例検討

22

事例３の概要
相続人：妻（80歳） 子
相続財産：建物   3,000万

土地   7,000万
預貯金 10,000万

適用利率：0.75%

事例検討

21

事例 と事例 の比較検討（二次相続）

建物 万

土地 万

預貯金

財産合計 万
相続税額 万

建物
配偶者居住権
土地
敷地利用権
預貯金 万

財産合計 万
相続税額 万

事例１
配偶者居住権なし

事例２
配偶者居住権あり
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事例検討

23

事例 ｜法定利率を とした場合の計算

建物 万
配偶者居住権 万
土地 万
敷地利用権 万
預貯金 万 万

財産合計 万 万
相続税額 円 万

建物
配偶者居住権
土地
敷地利用権
預貯金 万

財産合計 万
相続税額 万

一次相続 二次相続

事例検討

24

事例02と事例03の比較検討（一次相続）

建物   902万
配偶者居住権 2,098万
土地 4,907万
敷地利用権 2,093万
預貯金 5,808万 4,192万

財産合計 10,000万 10,000万
相続税額    0円 1,670万

建物 1,175万
配偶者居住権 1,825万
土地 6,398万
敷地利用権  602万
預貯金 7,573万 2,427万

財産合計 10,000万 10,000万
相続税額 0円 1,670万

事例２
法定利率:3%

事例３
適用利率:0.75%
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事例検討

26

法定利率の違いによる評価額の差

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

配偶者居住権 配偶者居住権
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

敷地利用権

敷地利用権 敷地利用権

0.75%

3%0.75%

3%

配偶者居住権 敷地利用権

事例検討

25

事例02と事例03の比較検討（二次相続）

建物
配偶者居住権 0
土地
敷地利用権 0
預貯金 5,808万

財産合計 5,808万
相続税額 281万

建物
配偶者居住権 0
土地

預貯金 7,573万

財産合計 7,573万
相続税額 594万

事例２
法定利率:3%

事例３
適用利率:0.75%
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事例検討

28

事例 ｜配偶者が若かった場合の計算

建物
配偶者居住権 万
土地 万
敷地利用権 万
預貯金 万 万

財産合計 万 万
相続税額 円 万

建物
配偶者居住権
土地
敷地利用権
預貯金 万

財産合計 万
相続税額 円

一次相続 二次相続

事例検討

27

相続人 ：妻（ 歳） 子

相続財産：建物 万
土地 万
預貯金 万

法定利率： ％

事例 の概要
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事例検討

30

建物
配偶者居住権
土地
敷地利用権
預貯金 万

財産合計 万
相続税額 万

建物
配偶者居住権
土地
敷地利用権
預貯金 万

財産合計 万
相続税額 円

事例 と事例 の比較検討（二次相続）
事例
配偶者 歳

事例
配偶者 歳

事例検討

29

事例 と事例 の比較検討（一次相続）

建物 万
配偶者居住権 万
土地 万
敷地利用権 万
預貯金 万 万

財産合計 万 万
相続税額 円 万

建物
配偶者居住権 万
土地 万
敷地利用権 万
預貯金 万 万

財産合計 万 万
相続税額 円 円

事例
配偶者 歳

事例
配偶者 歳
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32

配偶者居住権をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

配偶者居住権の「消滅」

事例検討

31

設定時の配偶者の年齢の評価額への影響

配偶者居住権と建物の評価額割合

配偶者居住権 建物

配偶者居住権

建物

敷地利用権と土地の評価額割合

敷地利用権 土地

土地

敷地利用権

事例４ 事例２ 事例４ 事例２
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配偶者居住権の消滅

34

対対価価をを支支払払っってて解解除除ししたた場場合合のの課課税税関関係係はは？？

｜分離課税

｜総合課税

配偶者居住権の消滅

33

存続期間の満了
居住建物の所有者による消滅請求
配偶者の死亡
居住建物全部の滅失等

消滅事由
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36

配偶者居住権をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

配偶者居住権の「保有」

配偶者居住権の消滅

35

贈贈与与税税がが課課税税さされれるる場場合合はは？？

｜無償による移転

｜合意による解除
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配偶者居住権の法的性質

38

民法 条
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に
居住していた場合において、遺産の分割等に該当するときは、
その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益
する権利を取得する。

使用権だけでなく収益権も認められた強い権利である。
→配偶者居住権の法的性質は、

「賃借権類似の法定の債権」と定義される。

配偶者居住権の創設趣旨

37

配偶者の居住の確保
配偶者の老後の生活の安定（老後資金の確保）

民法 条
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に
居住していた場合において、遺産の分割等に該当するときは、
その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益
する権利を取得する。
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居住専用建物の場合

40

配偶者が老人ホームに入り第三者に賃貸する
老人ホーム配偶者居住権設定時 建物の全部を賃貸

所有者

居住者

賃貸人

配偶者居住権の保有

39

賃賃料料はは誰誰にに帰帰属属すするるののかか？？

｜居住専用建物の場合

｜賃貸併用建物の場合
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居住専用建物の場合②

42

空室を第三者に賃貸する

所有者

居住者

賃貸人

相続時
未利用部分

配偶者居住権設定時 未利用部分を賃貸

所有者

居住者

賃貸人

居住専用建物の場合

41

配偶者が老人ホームに入り第三者に賃貸する

所有者 の承諾を得て、配偶者 が賃貸人となり、第三者 に貸すことができる。

この場合の家賃収入は、配偶者 に帰属する。

配偶者居住権設定時 建物の全部を賃貸 老人ホーム
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減価償却費の問題

44

賃貸した場合、建物に係る減価減価償却費を、不動産所得の経費とすることはできない。

所得税法 条
居住者のその年 月 日において、有する減価償却資産につきその償却費として、
第 条の規定によりその者の不動産所得の金額（……）の計算上必要経費に算入する金額は、
その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が
毎年一定の割合で逓減する償却の方法、その他の政令で定める償却の方法の中からその者が、
当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。

配偶者 は建物の所有者ではないため、所有者 の承諾を得て、第三者 に

（所有者 と が生計一の場合を除く）

居住専用建物の場合②

43

空室を第三者に賃貸する

相続時
未利用部分

配偶者居住権設定時 未利用部分を賃貸

居住の用に供していなかった部分について、所有者 の承諾を得て、配偶者 が

第三者 に貸すことも可能。

この場合の家賃収入も、配偶者 に帰属する。

− 44−



賃貸併用建物の場合

46

賃賃貸貸借借契契約約をを変変更更しし、、配配偶偶者者がが賃賃貸貸人人ととななっったた場場合合
「「賃賃料料」」のの帰帰属属ははどどううななるるののかか？？

→

賃貸部分住居部分
所有者

居住者

賃貸人

賃貸併用建物の場合

45

相続前より賃貸していた場合

所有者

居住者

賃貸人

賃貸部分住居部分 賃貸部分住居部分

相続後相続開始前

所有者

居住者

賃貸人
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配偶者居住権は既存の賃貸部分に及ぶのか

48

｜所有者優位説
配配偶偶者者居居住住権権はは既既存存のの賃賃貸貸部部分分ににはは及及ばばなないい

配偶者居住権は「居住」のための権利なので、
居住していない部分は及ばない。

賃貸併用建物の場合

47

民法 条
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住してい
た場合において、遺産の分割等に該当するときは、
その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益する権利を取得する。

所有者優位説

配偶者優位説
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50

｜配偶者優位説
配配偶偶者者居居住住権権はは既既存存のの賃賃貸貸借借契契約約にに対対抗抗ははででききなないいがが、、
所所有有者者のの許許可可をを得得れればば、、建建物物のの全全部部にに及及ぶぶ。。

配偶者居住権は建物全部に及ぶため、所有者の
許可を得れば、建物全部に及ぶ。

配偶者居住権は既存の賃貸部分に及ぶのか

配偶者居住権は既存の賃貸部分に及ぶのか

49

｜所有者優位説
配配偶偶者者居居住住権権はは既既存存のの賃賃貸貸部部分分ににはは及及ばばなないい

配偶者居住権は「居住」のための権利なので、
居住していない部分は及ばない。

・配偶者居住権は居住のための権利なので、
賃貸部分には及ばない。

・賃貸人を変更したとしても。家賃収入は、

所有者 に帰属する。

・所有者 が、家賃相当分を に贈与
したと考える。
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52

｜配偶者優位説
どちらの立場に立つ？

・配偶者居住権は居住部分だけでなく、
賃貸部分にも及んでいると解釈する。

・配偶者居住権は居住のための権利なので、
賃貸部分には及ばないと解釈する。

・賃貸人を変更したとしても、家賃収入は、

所有者 に帰属する。

・所有者 が、家賃相当分を に贈与
したと考える。

｜所有者優位説

・所有者 の承諾を得ているのであれば、

賃貸人を に変更することにより、

家賃は に帰属することになる。

51

｜配偶者優位説
配配偶偶者者居居住住権権はは既既存存のの賃賃貸貸借借契契約約にに対対抗抗ははででききなないいがが、、
所所有有者者のの許許可可をを得得れればば、、建建物物のの全全部部にに及及ぶぶ。。

配偶者居住権は建物全部に及ぶため、
所有者の許可を得れば、建物全部に及ぶ。

配偶者居住権は既存の賃貸部分に及ぶのか

・配偶者居住権は居住部分だけでなく、
賃貸部分にも及んでいると解釈する。

・所有者 の承諾を得ているのであれば、

家賃は に帰属することになる。

賃貸人を に変更することにより、
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賃貸併用建物の場合

54

民法 条
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住して
いた場合において、遺産の分割等に該当するときは、
その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益する権利を取得する。

所有者優位説

配偶者優位説

所有者優位説からの疑問

53

配配偶偶者者のの居居住住部部分分がが少少ななくく、、賃賃料料収収入入がが多多いい場場合合
ででもも、、賃賃料料をを配配偶偶者者にに帰帰属属ささせせててよよいいののかか？？
所所得得のの分分散散にに利利用用さされれなないいかか？？

・

所有者

居住者

賃貸人
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提言

56

配配偶偶者者居居住住権権のの「「取取得得」」にに関関ししてて配配偶偶者者居居住住権権のの「「取取得得」」にに関関ししてて

「配偶者居住権をめぐる法務と税務の論点」 

配配偶偶者者居居住住権権のの「「保保有有」」にに関関ししてて配配偶偶者者居居住住権権のの「「保保有有」」にに関関ししてて

配配偶偶者者居居住住権権のの「「消消滅滅」」にに関関ししてて配配偶偶者者居居住住権権のの「「消消滅滅」」にに関関ししてて

55

配偶者居住権をめぐる法務と税務の論点

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について

提言
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配配偶偶者者居居住住権権ををめめぐぐるる税税務務はは
始始ままっったたばばかかりりでですす。。
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第３編　遺留分と配偶者居住権の日独比較

（第３研究発表小委員会）
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第三グループのメンバー紹介
■名古屋税理士会公開研究討論会実行特別委員会
副委員長 鈴木 洋司（名古屋中）
総括 長谷川敏也（名古屋東）
グループリーダー 大島 幸一（千種）
サブリーダー 堀尾 博樹（名古屋西）

■ミュンヘン税理士会

副会長及び財務担当 ギュンター・ヘルムハーゲン
副会長 ．フェルディナント・リューヒハルト

第三グループの発表

ミュンヘン税理士会との交流

改正民法等が招いた
税理士実務への影響について
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日独の課税方式
日独の相続税・所得税比較

日本 ドイツ
相続税の課税方式 法定相続分課税方式 遺産取得課税方式

居住用不動産非課税範囲 小規模宅地評価減
配偶者等 ㎡まで ％減

居住継続の場合
配偶者：非課税（面積制限なし）
実子・孫： ㎡まで非課税

遺留分制度 あり（金銭債権） あり（金銭債権）

配偶者居住権 あり あり

課税対象 包括的所得概念 制限的所得概念

譲渡所得 長期（５年超）：税率 ％
短期（５年以下）：税率 ％

年超保有不動産：非課税
自己の居住用財産（ 年間）非課税

ミュンヘン税理士会との交流

02｜ 過去の意見交換の内容
・日独の税理士制度（税理士法、税務行政の電子化など）

3

01｜交流の歴史

・日独の税法比較（所得税、消費税、事業承継制度など）

・ 2001年友好協定締結

・２年毎の相互訪問（4年間に一度訪問）
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配偶者居住権

｜相続における配偶者居住権の利用
相相続続のの際際にに配配偶偶者者居居住住権権ががどどののよよううにに利利用用さされれるるかか？？

｜配偶者居住権の及ぶ範囲
配配偶偶者者居居住住権権はは建建物物全全体体にに及及ぶぶかか？？

遺留分制度の諸問題

遺遺贈贈財財産産でで遺遺留留分分権権利利者者にに弁弁済済ししたた場場合合のの課課税税関関係係

ドドイイツツででのの遺遺留留分分請請求求権権のの利利用用はは？？

遺遺留留分分請請求求権権がが税税負負担担額額のの最最適適化化にに利利用用ででききるる？？

相続税と所得税の二重課税
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．． ．．ハハルルトトムムーートト・・シシュュワワーーブブ ミミュュンンヘヘンン税税理理士士会会会会長長
ミミュュンンヘヘンン税税理理士士会会役役員員にに感感謝謝しし

名名古古屋屋税税理理士士会会はは
日日独独税税制制をを比比較較ししてて日日本本のの課課税税をを考考ええてていいききまますす。。

税理士の役割
ドイツの税理士は重要な社会インフラ

税税理理士士はは
ラライイフフラライインンにに関関わわるる重重要要なな職職業業

税税理理士士はは
ラライイフフラライインンにに関関わわるる重重要要なな職職業業

税税理理士士はは国国のの安安定定にに不不可可欠欠なな存存在在とと認認識識さされれてていいるる

（日税連税理士界 第 号 論壇）
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税理士新規登録者に対する６か月間の無料制度がスタートしました。
詳しくはホームページをご覧ください。

〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-8　日本税理士会館3F

https://www.tains.org
Mail: info@tains.or.jp

TAINS（税理士情報ネットワークシステム）は、 日税連のもと税理士がつくる税理士のためのデータベースとして運用更新され
ています。 税務に関する判決、 裁決通達をはじめ、 通常では入手が難しい課税庁内部資料も多数収録されています。 また検索結
果から提携出版社のデータベース、 国税庁、 国税不服審判所ホームページなど横断検索も可能。 
TAINS は今回のバージョンアップで TAINS6.1 に進化しました。 新しくなった検索エンジンで、 初めての方でも確実に目的の
情報にたどり着けます。 ぜひTAINSにアクセスして信頼のデータベースTAINSをご活用ください。
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